
 
 
 
                                
 

 
 

 
 

 
 
パターン⑤  

 
仕事を与えない 

～部下の好き嫌いなく仕事を与えていますか？～ 
 

 
 

【事例９】 
上司Ｉは、ある部下について仕事ができない人間だと決めつけ、何の説 

明もなく役職に見合った業務を全く与えず、班内の回覧物も回さない。こ 

の間も、その部下が何か仕事を与えてくれるよう相談したら、自分の机に 

たまたま置いてあった書類を手に取って「これでもコピーしておけ」と命 

じただけであった。 
 
 
【事例１０】 上司Ｊの職場は残業が多いことから、先月、ある部下が業務

改善に関す る提案を自主的に作成して提出したところ、「要らないこと

をするな」と 突き返された。それ以降、Ｊは、「あいつとは相性が合わ

ない」と言っ て、その部下に仕事を与えなくなり、本来の仕事すら他の

同僚にさせるよ うになった。 
 
 
 
 
 

－「パワー・ハラスメント」を起こさないためのポイント－ 
・ 部下には差別なくその能力や役職等に見合った仕事を与える必要があ 

り、合理的な理由なく仕事を与えないことは許されません。 

・ 業務上の意見を言ったことなどを理由に、仕事を与えないなどのペナ 

ルティを科すのは権限の濫用に該当します。 
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